
｛
Ｉ
］
■
勺
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『
二
二
二
令
一
ラ
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》
’
一
一
幅
．
一
一
へ

肉
０

藤
井
国
務
大
臣

赤
松
国
務
大
臣

凡P

I

I

J

②
－や

f ， ---斗---.----.、． ‐_ ． ． ,、、 、 1-;fA
嚥
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温
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済群ﾎ”ﾑﾉI､ロ
人事記録済

１

１
出
皿
■
■
皿
■
且
“
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■

Ｉ
q

特
命

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
４
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
‐
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

全
権
公
使
に
任
命
す
る
。
』

児
ｒ
ｈ
Ⅱ

同
河
村
武
和

特
命
全
権
大
使
に
任
命
す
る

’

同
渡
邊
旦
坦
詞
昊

外
務
事
務
官
菊
貼
地
叩
訴
康
典

Ｉ

1

1

外
務
事
務
官
貼
秋
山
出
司
進

１
１

特
命
全
権
公
使
エ
伊
集
院
』
明
夫

■
’

内

閣

一
級
に
叙
す
る

検
事
総
長
に
任
命
す
る

▲ 検
事
長
吉
永
．
扇
砧
介

大
内
国
務
大
臣
お
娠
少
坂

口
国
務
大
臣

義
石
田
国
務
大
侭
陛
陥
医

上
原
国
務
大
臣
、
参
擁
州

・
勇

山
花
国
務
大
臣
少

神
崎

国
務
杣
珂
園
鐡
溌
》
，

肱
伸
‐
畷
喧
晩
侭

伊
藤
国
務
大
臣
姥
圃
』

愛
知
国
務
大
臣
錘
応
”

武
村
国
務
大
臣
し
誕
瞬
跡
謬

辱
”
州
簾

内
閣
総
理
大
臣
一

《
櫓
》
》
倒
閣
参
事
官

穂

一
参
哨
鬮
職
僅
止

永
肥
久
繰
田
国
務
大
臣
鐘

鱸
。
霞
溺
犬
岡
島

佐
藤
国
務
大
臣
』
垂
醒
巫

羽
田
国
務
大
臣
抄

畑

国
務
大

翁
＝

五
十
嵐
国
務
大
臣
条
磨
》

三
ヶ
月
国
務
大
臣
皇

人
閣
議
第
二
七
四
号

起案

平
成
三
年
三
一
月
九
日

誰|鰯
平
成
年
一
ぐ
月
一
ミ
曰

施
行

平
成
年
月
日

平
成
置
年
へ
二
月
写
こ
日

I

平
成
五
年
一
》
一
月
言
〉
日

平
成
ゴ

年
言
一
月
言
一
一
日
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印割
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甲 L可
Fm

法

務
省

内閣総理大臣殿

法務省人任第3348号

平成5年12月7日

法 務 大

下記のとおり人事異動を実施したい内議がありますので，

閣議の上，発令願います。

なお，本件は，平成5年12月12日付けで退官予定の ，

検事総長岡村泰孝の後任に東京高等検察庁検事長吉永柘介を

充てようとするものであります。

■ 記

東京高等検察庁検事長検事長吉永祐介
検事総長に任命する
一級に叙する

(平成5年12月13日付け）
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出
生
地

現
住
所

本
籍

昭
和
三
三

年
関｜ 〃

四
七

三

五 言｜ 〃
一
一
一
一

＝

r，
、ノ

＝

r，
、ノ

二

八

ニ
ール・
L.』

ﾉノ 〃 ノノ
〃 "

也
瞬
“

Ｅ
生
口
旦
、

垂
罪
部
阜
二
Ｆ
罰

一
一

’
一
一一 九

ﾉノ

閥 八 八ノノ

八 八
〃

八 三 〃 ’四四 四 三 月月

二

○ 一
五
一
法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る

法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る

八
二
／一，
1._ノ

一
三
一
長
野
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

一
九
一
連
合
王
国
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ド
イ
ツ
、
ス
イ
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス

七 ○

一

○壷｜ 〃 一
七九’七 日

連
合
王
国
ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
開
催
の
一
九
七
三
年
海
洋
汚
染
国
際
会
議

日
本
政
府
代
表
代
理
を
命
ず
る

‐トー１

‐
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
１
‐
ｌ
ｌ
ｌ
１
Ｉ
Ｉ
０
’
］

連
合
王
国
ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
開
催
の
一
九
七
三
年
海
洋
汚
染
国
際
会
壷

び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
各
国
へ
出
張
を
命
ず
る

出
張
期
間
は
昭
和
四
八
年
一
○
月
六
日
か
ら
同
年
二
月
九
日
ま
で
と
主
…
‐

る 法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

か
ね
て
法
務
総
合
研
究
所
教
官
に
充
て
る

か
ね
て
法
務
省
人
権
擁
護
局
付
に
充
て
る

夏
帛
地
方
検
察
庁
八
王
子
支
部
勤
務
を
免
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
八
王
子
支
部
勤
務
を
命
ず
る

札
幌
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

岡
山
大
学
法
文
学
部
法
科
卒
業

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
採
用
す
る

事

一
ふ
り
が
な

一
氏
名
一

出
生
年
月
日

旧
氏
名

項 昭
和
七
年
二
月
一
四
日
生

昭
和
七
年
二
月
一
四
日
生

よ
し
な
が

土
ロ

臘
聯
胃

永
一塁

－－－

司
法
試
験
管
理
委
員
会

庁

内 法 最
高
裁
判
所

〃

法
務
省

法

務
省

ゆ
う
す
け

祐
介

〃

務

川"| ″ | ″
〃 〃 〃

’I 名

’
｜

’
閣 省



取
喜

即
す

"

五

一

九

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

一
ハ
ー
ニ

一

一

一
一
一

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所

併
任
の
期
間
は
昭
和
六
二
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

〃

一
ハ
ー

ー

五

一

五

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
六
一
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

法
務
省

〃

五

一

五

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

一
ハ

一

一

一
一
一

一

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所

〃

〃

〃

最
高
検
察
庁
公
判
部
長
を
命
ず
る

〃

六
○

一
一
一

一

九

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
省

〃

一
一
一

－

九

量
員
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所

五
九

一
一
一
一

一

一

○
－

宇
都
宮
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

一
法
務
省

〃

一
一
一

八

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所

〃

－

〃

－

一
一
一

－

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

一

〃

昭
和
五
七

一
一

全

■

東
京
地
方
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

法
務
省

法
務
省

昭
和
五
七

一
一
一
一

一

－

一
法
務
省

宝
泉
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

〃

〃

〃

優
生
保
護
部
会
員
に
指
名
す
る

〃

任
期
は
昭
和
五
九
年
八
月
二
九
日
ま
で
と
す
る

厚
生
省

五
七

八

一

一

一

○

公
衆
衛
生
審
議
会
委
員
を
委
嘱
す
る

五
五

｛
ハ

一
一

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

"

〃

〃

〃

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

〃

〃

〃

〃

東
京
地
方
検
察
庁
特
別
捜
査
部
長
を
命
ず
る

〃

五
一

一

一

四

一

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

"

〃 ‐

"

〃

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

〃

〃

｛
ハ

五

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

〃

〃

〃 ．

〃

法
務
省
人
権
擁
護
局
付
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

●

◆

〃

〃

〃

〃

法
務
総
合
研
究
所
教
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

〃

五
○

一

一

一

軒

法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

法
務
省

日
本
政
府
代
表
代
理
を
免
ず
る

■

◆

■

"

圭
口

~

氷
祐
介



。

当
り
、

法
務
省

〃

〃

一
一
一
一
一

法
制
審
議
会
委
員
に
併
任
す
る

〃

五

七

一
一

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
に
楠
す
る

〃

〃

一
一
一

一
一
一

大
阪
高
等
検
察
庁
検
事
長
に
補
す
る

〃

〃

〃

〃

広
島
高
等
検
察
庁
検
事
長
に
補
す
る

法
務
省

〃

〃

〃

一
級
に
叙
す
る

〃

〃

一
一
一

一

一

八

検
事
長
に
任
命
す
る

内
閣

’
’
一
出
張
期
間
は
平
成
三
年
三
月
二
か
ら
同
月
二
五
日
ま
で
と
す
る

－

法
務
省

ラ
ン
ス
の
各
国
へ
出
張
を
命
ず
る

三

一
一

一
一
一
一

●

連
合
王
国
、
ス
ペ
イ
ン
、
イ
タ
リ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ス
イ
ス
及
び
フ

〃

八

一

◆
■

最
高
裁
判
所
一
般
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

〃

平
成
元
－

一
一

－

一
一
一

－

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
を
免
ず
る

－

最
高
裁
判
所

〃

一
一
一

一

九

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

"

併
任
の
期
間
は
昭
和
六
三
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

法
務
省



（
在
メ
ル
ボ
ル
ン
日
本
緬
総
癖
事
華
）
外
務
事
務
官

（
睦
奔
唾
儒
恂
識
魑
際
機
関
）
特
命
全
権
公
使

（
在
ミ
ラ
ノ
日
本
銅
総
癖
事
隷
）
外
務
事
務
官

外
務
大
臣
羽
田

右
の
と
お
り
発
令
を
願
い
ま
す
。

特
命
全
権
大
使
に
任
命
す
る

（
在
フ
ラ
ン
ス
日
本
国
大
使
癖
）
同
河
村
武
和

公

特
命
全
権
公
使
に
任
命
す
る
（
以
上
十
二
月
十
三
日
付
）

Ｉ

を
そ
れ
ぞ
れ
命
ず
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

ァ
国
駐
笥
を
、
ま
た
、
河
村
公
使
に
は
在
フ
ラ
ン
ス
日
本
国
大
使
館
在
勤

Ｉ
ン
国
駐
罰
、
秋
山
大
使
に
は
イ
エ
メ
ン
国
駐
箭
、
渡
邊
大
使
に
は
リ
ピ

お
っ
て
、
菊
地
大
使
に
は
フ
ィ
ジ
ー
国
駐
罰
、
伊
集
院
大
使
に
は
オ
マ

平
成
五
年
十
二
月
七
日

（
在
ス
ラ
バ
ャ
日
本
国
総
領
事
館
）
同

同

内
閣
総
理
大
臣
細
川
護
煕
殿

｜

’

｜

ト

I

’

|’

’
｜
｜

’

Q

’

渡
邊
秋
山
伊
集
院
明
夫

菊
地
康
典

１
１
１

外
務
省

外
務
省

孜 畏 進詞
哩
」
畷
瞳

一
靹
岫
叫
酎
八
国
。
割
祠
訓
●
‐
一

＆
■
■
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本
籍

h
■

I

ｑ
ｌ
■
■
■
ｑ
■
一
■
■
■
０
‐
Ｊ
冬
０

履
一
一

日

歴

i[

ｌ聿日
免

菊：
索

徹
地七

昭
和
一
四
年
八
月
一
○
Ⅱ
生

罰
等
了
名

－
１

康
典

’' 1 ｌ

ｌ

ｌ
｜

’
。

二
等
書
記
官
を
命
す
る

在
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
日
本
国
大
使
館
在
勤
を

ト
ー
１
１

｜
命
す
る

区目

ﾉ、

一七
、

一

一

四

六

四
貼
五

律
第
一
二
六
号
及
び
政
令
第
三
三
八
号
）

ア
ジ
ア
局
地
域
政
策
課
勤
務
を
命
ず
る

四
五

一
一
一
、
一
一
一

る
｜
大
臣
官
房
調
査
部
分
紡
課
勤
務
を
命
す
る
（
法

T

四
四

、

四

在
ソ
ヴ
ィ
・
エ
ト
連
邦
日
本
国
大
使
鵺
在
勤
を

命
ず
る

。
■

三
等
樽
記
官
を
命
す
る

大
臣
官
房
国
際
溌
料
部
調
査
課
勤
務
を
命
す

る

Ｆ

大
臣
官
房
国
際
資
料
部
分
斬
課
勤
務
を
命
ず

■
１
１
．
１
１
１
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｈ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｆ
Ｌ
Ｂ
Ⅱ
Ⅱ
守
山
Ⅱ
０
日

四

三二

’

七
、
一
五

ユ

,’

昭
四
一

、

七

外
務
省

一
脂
二
一
七

一
三
八
一

一一

１
１

外
務
公
務
員
採
用
上
級
試
験
合
格

工

ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
‐
ｌ
ｌ

一
橋
大
学
法
学
部
卒
業
・
・
・

外
務
事
務
官
に
任
命
す
る

条
約
局
勤
務
を
命
す
る

在
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
日
本
国
大
使
館
在
勤
を

命
ず
る

砧

外
交
官
櫛
を
命
す
る

。

八

一

九

四

一

一
一
一
、 力く

ー

■
■
■
Ｌ
■
画
二

＝‐

１
１
㎡

画
画
■
｜

画
可

』
画
Ｐ

三＝＝＝＝＝＝＝＝



－

｜ 、Ｆ

１

日

ｌ

■
９
－

七
、
一
二
○

本
国
大
使
館
）
に
転
任
さ
せ
る

１
１

｜
’ ＝二三で＝

’

1

’

I

一
世

旬

Ｉ

在
メ
ル
ボ
ル
ン
日
本
国
総
領
事
館
に
配
憧
換

す
る

ｊ

総
領
事
を
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１
１
月
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１
１

鋤特命全権大使に任命する

フイジー国註罰を命ずる■

O

外務事務官(富ﾒﾙﾙﾝﾖ掲篭蕊龍事） 菊地康典
一

9/20命帰朝

イジー国註罰

塩 靖夫

12/1命帰朝

ヂﾌ

菊地康 且
〈

③特命全橲大使に任命する

オマーン国註割を命ずる．

特命全権公使(をｭﾈｰ帽鶏胃ﾖ諏就謂鎖）

や､

伊集院明

10/1命帰朝

夫

院明夫一／ｵﾏｰﾝ国註割塙 治夫
12/1命帰朝

伊集

③特命全橦大使に任命する

イエメン国註割を命ずる

外務事務官(直ﾐﾗﾉ5掲鑪蕊鑪事） 秋山 造

秋山 進一一句イエメン国註罰鍔淵和雄
12/1命帰朝
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鞠特命全権大使に任命する

リビア国駐罰を命ずる

外務事務官(室ｽﾗﾔﾖ輻倉繁雛簿）

‐

渡邊 軍
文

一一→乳ビ毫国言
8/27

ll/26

一
剣

渡邊 昊
一
割

一
一
室国

土
ハ
ア

芙
誹
館

③特命全権公使に任命する

在フランス曰本国大使館在勤を命ずる
外務事務官(富ﾌﾗﾝｽ曄猷謹蜷） 河

一
例 武 和

(前任者なし）


